
「空き家セカンドユース事業」について 

 

1 目的 

・ 移住希望者の 65％は、「賃貸住宅」を希望しています。（NPO 法人ふるさと

回帰センター調べ） 

・ 空き家活用策の「空き家バンク制度」は、売買物件が多いため、賃貸需要に

は応えきれていない制度となっています。 

・ そこで、空き家オーナーの「売りたいニーズ」と移住者などの「空き家を借

りたいニーズ」とを、長野県宅地建物取引業協会上田支部の協力のもとマッ

チングさせる取組みが、当事業となります。 

・ 空き家バンク制度とこの新たな事業とで、空き家の有効活用を図ることを目

的としています。 

 

 

2 役割分担 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 その他 

 事業初年度は、モデルケースとして 3 件の物件提供を目指します。 

市→不動産業者「奨励金（改修費の 1/2、50 万円限度/件）」交付 

資料－３ 

（宅建協会） （行政） 


